
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十
六
号

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九

十
五
号
）
第
一
条
第
一
号
及
び
第
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出

療
養
並
び
に
施
設
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

十
九
年
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

第
三
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
十
一

ト
ラ
ス
ツ
ズ
マ
ブ
静
脈
内
投
与
及
び
ド
セ
タ
キ
セ
ル
静
脈
内
投
与
の
併
用
療
法

乳
房
外
パ
ジ
ェ
ッ
ト
病

（H
E
R

２
が
陽
性
で
あ
っ
て
、
切
除
が
困
難
な
進
行
性
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
術
後
に
再
発
し
た
も
の
又
は
転
移

性
の
も
の
に
限
る
。
）

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件


